
学校法人佐久学園 寄附金募集要項 

1.募集目的 
教育設備の充実、教育研究の充実、校舎建築・修繕並びに教育設備・備品

費用、教育研究費の充当することを目的としています。 

2.目標額 1 億円 

3.期 間 2023 年 12 月 16 日まで 

4.募集金額 個人：1 口 3,000 円（上限なし）、法人：金額は特に定めておりません。金

額の多寡にかかわらず承ります。 

5.募集対象 
在学生、卒業生、保護者、教職員、団体・法人企業及び本学の教育研究活

動に賛同いただける方 

6.申込方法及

び振込方法 

１．申込方法 

「寄附金申込書」に必要事項をご記入のうえ、法人事務局総務課まで郵 

送、FAXまたは E-Mailで提出してください。（FAX 0267-68-6687、E-mail 

 soumu@saku.ac.jp） 

２．寄附の流れ 

(1)「寄附金申込書」により、法人事務局総務課に申込み願います。 

(2) 振込依頼書を送付いたしますので、お振込み願います。 

  また、本学指定の振込依頼書以外でのお振込みは下記の「振込先」 

に振込み願います。 

※なお、長野県信用組合、八十二銀行の本学指定の振込用紙でのお振込みについては、本

支店間の手数料はかかりません。本学指定の振込依頼書以外でのお振込み、その他の金

融機関からのお振込みは手数料がかかりますので、ご了承ください。 

(3) 振込みを確認後、領収書及び「特定公益増進法人であることの証明 

  書(写）」を送付します。 

３．振込先 

長野県信用組合（2390）岩村田支店名（061）普通預金 8352412 

学校法人佐久学園 （ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝｻｸｶﾞｸｴﾝ） 

 

八十二銀行（0143）岩村田支店（381）普通預金 880737 

学校法人佐久学園 （ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝｻｸｶﾞｸｴﾝ） 

 

7.寄附金控除

のご案内 

税制上の優遇措置 

個人からの寄附の場合 

 

 

当学校法人に対するご寄附は、寄附金控除として「所得控除」を受けるこ

所得税 



 

 

 

 

とがいただけます。 

（この場合確定申告の手続きが必要です。ご寄附された翌年の確定申告期

間に所轄税務署で確定申告を行ってください。） 

○寄附金控除（所得控除） 

 寄附金控除は次の算式で計算します。 

（その年中に支出した特定寄附金の額の合計額）－(２千円）＝（寄附金控除額） 

 注：特定寄附金の額の合計額は所得金額の 40％相当額が限度です。 

お手続き：確定申告時に、当学校法人発行の「領収書」と「特定公益増進

法人であることの証明書(写)」をご提出ください。 

 

 

都道府県・市町村が各々の条例で指定した寄付金は、個人住民税の軽減措

置の対象となります。地方自治体によって異なりますので、詳しくは住所

地の地方自治体税務担当にお尋ねください。 

 

法人からの寄附の場合 

特定公益増進法人への寄付金として、一般の損金算入限度額と別枠で損金

に算入することができます。 

 

 

8.個人情報の

保護 

ご寄附いただいた方の指名・住所等の個人情報は「佐久学園 個人情報保

護規程」により、適切に管理、保護いたします。 

９．寄附者へ

の御礼 

寄附をいただいた方には、本学ホームページ等へ御芳名、法人・団体名等

の記載をさせていただきます。 

なお、記載をご希望されない方は、申込書の３．その他の欄に記載不要と

ご記入ください。 

10. お問い合

わせ先 

〒385‐0022 長野県佐久市岩村田 2384  

学校法人佐久学園 総務課  

TEL.0267(68)6680 FAX.0267(68)6687 

E₋mail:soumu@saku.ac.jp 

個人住民税

お 


